
 
  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
  

  

 

富士通（株）（6702）平成 21 年３月期 第 3 四半期決算短信

（3）開示対象特別目的会社に関する事項の変更

当社は、平成 15 年度に特例有限会社による特別目的会社を利用し、不動産の流動化を実施いたし

ました。土地及び建物について信託設定し、受領した信託受益権を特別目的会社に譲渡しました。

また、特別目的会社と匿名組合契約を締結し、当該契約により出資しました。 

平成 20 年 12 月に、当社は、特別目的会社から土地及び建物に係る信託受益権を取得し、当該特

別目的会社との匿名組合契約を解約いたしました。

当第３四半期連結累計期間における特別目的会社との取引金額は以下のとおりです。


（単位：百万円）

主な取引の金額又は

第３四半期 

連結会計期間末残高

主な損益

項 目 金 額

取得した不動産 25,745 分配益 727 

匿名組合未収分配金等 7,887 解散分配益 4,559

（注）分配益及び解散分配益は、「営業外収益」の「受取配当金」として計上しております。
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